
定款、業務規程及び送配電等業務指針
変更案の概要について

２０２５年３月６日

電力広域的運営推進機関
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◼ 国の審議会の議論などに適切に対応するため、定款、業務規程及び送配電等業務指針を変更する。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおり。変更の背景・内容などについては、次頁以降のスライドにて説明。

1. 下げ調整力不足時の受電エリアの電源の出力制御に関する規定の変更（送配電等業務指針）

• 下げ調整力不足時の長周期広域周波数調整における受電エリアの非調整電源（旧電源Ⅲ
相当）の出力制御等に関する変更

• 2025年4月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

2. 中地域交流ループの運用開始に向けた規定の変更（業務規程）

• 中地域交流ループ運用開始に伴う運用容量等の管理等に関する変更

• 経済産業大臣の認可を受けた日又は中地域交流ループ運用の開始日のいずれか遅い日から
施行

3. 系統制約による蓄電設備の出力制御等に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• ３－１ 平常時の混雑発生時の蓄電設備の放電抑制に関する規定の変更

• ３－２ 系統事故等による混雑発生時の蓄電設備の充電抑制に関する規定の変更

• 2025年4月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要
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4. 作業停止計画調整の見直しに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 容量停止計画調整スケジュールを踏まえた作業停止計画調整スケジュールの変更

• 2025年4月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

5. その他規定の変更（定款、業務規程、送配電等業務指針）

• 大規模災害発生時の本機関の対応態勢の発令基準に関する規定の見直し等

• 2025年4月1日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要
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1. 下げ調整力不足時の受電エリアの電源の出力制御に関する規定の変更（送配電等業務指針）

• 下げ調整力不足時の長周期広域周波数調整における受電エリアの非調整電源（旧電源Ⅲ
相当）の出力制御等に関する変更



4１ 下げ調整力不足時の受電エリアの電源の出力制御に関する規定の変更の背景

※1 九州エリアに加え、2022年4月に東北・中国・四国エリア、2022年5月に北海道エリア、2023年1月には沖縄エリア、2023年4
月に中部・北陸エリア、2023年6月に関西エリアでそれぞれ初めて再エネの出力制御を実施。

これに対応するため、需給制約時の措置（優先給電ルール）に関する規定の見直しを行う。

再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の導入が拡大する一方で、再エネの出力制御が増加していると
ころ、燃料費の抑制のためにも再エネを最大限活用することが課題となっている※1 。

※2 一般送配電事業者のエリアにおいて供給が需要を上回ると見込まれる際、優先給電ルールに則り、調整電源及び非調整電源の出
力を抑制しても供給余剰が見込まれる場合に、前日以降、本機関を通じて他エリアに一定量の余剰電力の受電を依頼し調整する
仕組み。

※3 一般送配電事業者が主体となって、2024年度中を目途に発電事業者との契約の見直しを実施。大規模な発電事業者に対して
は、契約の見直しを待たず、他エリアの出力制御時に出力を引き下げるよう協力を依頼。

※4 第46回 系統ワーキンググループ（2023年5月29日）。
※5 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の改正（2024年4月１日施行）により、必要により受電

エリアの再エネを無補償で出力制御することを規定。

このため、再エネの出力制御を可能な限り避けるため、広域的な運用を進めることとし、一般送配電事
業者間で余剰電力の送受電（長周期広域周波数調整※2）を行う際、受電エリアにおいても、必要に
応じて調整電源（旧電源Ⅰ、Ⅱ相当）に加え、非調整電源（旧電源Ⅲ相当）の出力を抑制し、受
電エリアの受電可能量を増やす運用※3が国の審議会※4で整理された。
さらに、再エネの出力制御を行っても、なお供給余剰を回避できず下げ代不足融通指示を行う場合、
受電エリアでも、必要に応じて再エネを出力制御して、余剰電力を受電する運用とすることが再エネ特措
法施行規則にて規定された※5 。



5

［変更内容］

• 一般送配電事業者は、長周期広域周波数調整により、供給余剰が見込まれるエリアの余剰電力
を受電するにあたり、必要に応じて調整電源 ※1に加え、非調整電源※2の出力を抑制して、余剰電
力を受電することを規定。

※1 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（旧電源Ⅰ、Ⅱ相当）。

※2 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（旧電源Ⅲ（一般送配電事
業者からオンラインで調整できない電源）相当）。

• 併せて、一般送配電事業者は、本機関による下げ代不足融通指示により、供給余剰が見込まれる
エリアの余剰電力を受電するにあたり、必要に応じて再エネを出力制御して余剰電力を受電すること
を明記。

【送配電等業務指針第１７４条の２】＜変更＞

１ 下げ調整力不足時の受電エリアの電源の出力制御に関する規定の変更の内容



6（参考）下げ調整力不足時における受電エリアの非調整電源の出力制御について（その１）

第46回 系統ワーキンググループ（2023年5月29日）資料1から抜粋



7（参考）下げ調整力不足時における受電エリアの非調整電源の出力制御について（その２）

第46回 系統ワーキンググループ（2023年5月29日）資料1から抜粋



8（参考）下げ調整力不足時における受電エリアの再エネの出力制御について

第58回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年12月19日）資料４から抜粋
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２．中地域交流ループの運用開始に向けた規定の変更（業務規程）

• 中地域交流ループ運用開始に伴う運用容量等の管理等に関する変更



10２ 中地域交流ループの運用開始に向けた規定の変更の背景

これに対応するため、地域間連系線の管理に関する規定の見直しを行う。

中部・北陸・関西の３エリアをそれぞれ結ぶ連系線については、N-2故障時（ルート断時）の供給信頼
度の向上や運用容量の増加を目的に、南福光BTB ※1を廃止して中部北陸間を直流連系から交流
連系に切り替え、中地域で交流ループ運用を行うことが、2026年度当初に予定されている。

現在、中部・北陸・関西間の各連系線は、個別連系線及び北陸フェンス潮流※2の運用容量等で管理
しているが、中地域交流ループの運用開始後は、交流ループ系統内のルート断事故時の健全ルートへ
の回り込み潮流を考慮して、中部・北陸・関西間の各連系線の運用容量等を３つのフェンス潮流 ※3で
管理する運用に変更することを本機関の審議会※4で整理。

※2 中部北陸間連系設備及び北陸関西間連系線の潮流の合計値（中部北陸間連系設備の停止による北陸関西間連系線への
回り込み潮流を考慮）。

※3 中部フェンス潮流は中部関西間連系線及び中部北陸間連系設備の潮流の合計値、北陸フェンス潮流は中部北陸間連系設備
及び北陸関西間連系線の潮流の合計値、関西フェンス潮流は北陸関西間連系線及び中部関西間連系線の合計値。

※4 第88回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日）。

※1 当時は、３エリアの交流ループ運用・管理は技術的に難易度が高かったことから、中部北陸間を交流連系せず、交直変換装置を
背中合わせ（BTB：back to back）に設置して直流連系していたもの。
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［変更内容］

• 中地域交流ループ運用の開始に伴い、中部・北陸・関西間の各連系線の運用容量等を３つのフェ
ンス潮流で管理することを規定。

• 南福光BTBの廃止に伴い、中部北陸間連系設備の対象設備の記載ぶりを見直し。

【業務規程第１２４条】＜変更＞

２ 中地域交流ループの運用開始に向けた規定の変更の内容



12（参考）中地域交流ループ運用の概要

第60回 広域系統整備委員会（2022年4月8日）資料1-1から抜粋



13（参考）中地域交流ループ運用開始後の管理方法

第88回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料２（2023年7月25日）から抜粋
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３．系統制約による蓄電設備の出力制御等に関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• ３－１ 平常時の混雑発生時の蓄電設備の放電抑制に関する規定の変更

• ３－２ 系統事故等による混雑発生時の蓄電設備の充電抑制に関する規定の変更



15３ 系統制約による蓄電設備の出力制御等に関する規定の変更の背景

これら整理に基づき、蓄電設備の出力制御等に関する規定の見直しを行う。

再エネの導入拡大に伴い、系統用蓄電池が需給変動などの対応に果たす役割が増大していることを踏
まえ、長期脱炭素電源オークションなどにより、系統用蓄電池の更なる導入を促進している。

その一環として、まず平常時の系統制約による逆潮流側（発電や放電）の混雑発生は許容する考え
方の下、系統混雑発生時の出力制御※1については需給制約時と同様、発電機等の出力抑制順位の
中に蓄電設備の放電（逆潮流）を位置づける※2ことが、国の審議会※3で整理された。
また、順潮流側は混雑が発生しないよう系統増強を行ってから連系することを前提にしているが、国の審
議会※4の方針を受けて、蓄電設備の連系に際し、蓄電設備の充電（順潮流）により系統混雑が発
生すると予想される場合 、N-1故障発生時（作業停止時含む）に、当該蓄電設備の充電を抑制す
ることを前提に平常時の運用容量を拡大し、系統増強を行わずに連系を承諾することができることを本
機関の委員会※5で整理した。

※1 再給電方式（一定の順序）及びその出力制御順に基づく制御。
※2 系統制約時の出力抑制の順位として、具体的には、火力発電等の出力抑制の次に、蓄電設備の放電（逆潮流）を抑制。
※3 第51回 系統ワーキンググループ（2024年5月24日）。
※4 第46回 系統ワーキンググループ（2023年5月29日）。
※5 第70回 広域系統整備委員会（2023年9月22日）。
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［変更内容］

• 一般送配電事業者及び配電事業者は、平常時の系統制約による混雑発生時の出力制御として、
非調整電源（旧電源Ⅲ相当）※1について、火力電源等の出力抑制の次（バイオマス電源や自
然変動電源等より前）に、蓄電設備の放電を抑制する順位とすることを規定※2。

※１ 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等。

※２ 調整電源（旧電源Ⅰ、Ⅱ相当）については、蓄電設備を含め発電や充放電等のkWh単価に基づきメリットオーダーで制
御。

【送配電等業務指針第１５３条の２、第１５３条の３】＜変更＞

３ー１ 平常時の混雑発生時の蓄電設備の放電抑制に関する規定の変更の内容



17（参考）系統制約による混雑発生時の出力制御順位について

第51回 系統ワーキンググループ（2024年5月24日）資料2から抜粋
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［変更内容］

• 蓄電設備の連系に際し、電力設備の単一故障（N-１故障）時に、当該蓄電設備の充電を停止
することを前提に、平常時の運用容量を拡大し、系統増強せず連系できることを規定。

• 併せて、上記を前提とした蓄電設備の連系に伴い、作業停止時※においても、系統作業により混雑
が発生すると予想される場合、蓄電設備の放電抑制に加え、蓄電設備の充電を抑制することを規
定。

※ 本機関又は一般送配電事業者による作業停止調整において発電（放電含む）・充電の抑制を考慮。

【業務規程第１５６条、第１５７条、第１５９条～第１６１条、第１６３条】＜変更＞

【業務規程附則（平成３０年６月２９日）第２条～第４条】＜変更＞

【送配電等業務指針第５７条、第６１条、第６４条、第６６条、第１５３条、第２３０条、
第２３３条、第２３４条、第２３６条、第２３８条】＜変更＞

【送配電等業務指針附則（平成３０年６月２９日）第２条～第４条】＜変更＞

３ー２ 系統事故等による混雑発生時の蓄電設備の充電抑制に関する規定の変更の内容



19（参考）蓄電設備の充電抑制について（その１）

第46回 系統ワーキンググループ（2023年5月29日）資料5から抜粋



20（参考）蓄電設備の充電抑制について（その２）

第70回 広域系統整備委員会（2023年9月22日）資料４から抜粋
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４. 作業停止計画調整の見直しに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）

• 容量停止計画調整スケジュールを踏まえた作業停止計画調整スケジュールの変更



22４ 作業停止計画調整の見直しに関する規定の変更の背景

これら整理に基づき、作業停止計画に関する規定の見直しを行う。

本機関及び一般送配電事業者※1は、安定供給を確保するため、送配電設備や関連する発電設備
等の点検や修繕等の作業を計画的かつ円滑に実施するため、業務規程及び送配電等業務指針に則
り、発電設備や送配電設備の作業計画（以下「作業停止計画」）の取りまとめ及び調整を実施して
いる。

一方、本機関及び一般送配電事業者は、実需給年度の２年前に容量市場のメインオークションで落
札された発電設備等の停止計画（以下「容量停止計画」）の調整を、作業停止計画の調整に先行
して実施しており、停止計画の調整スケジュールがそれぞれ異なっている。
これらを踏まえ、双方の停止計画について、効率的に整合を図りながら調整業務を実施するため、作業
停止計画の調整スケジュールを、先行して実施している容量停止計画の調整スケジュールに合わせるこ
とを本機関の委員会※2で整理。

※1 本機関は、広域連系系統の作業停止計画の取りまとめ、並びに連系線及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備の作業
停止計画の調整を実施。一般送配電事業者は、それ以外の作業停止計画の取りまとめ及び調整を実施。

※2 第103回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2024年11月26日）。
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［変更内容］

• 容量停止計画の調整スケジュールと合わせるかたちで、作業停止計画の調整スケジュールに関する
規定を見直し（１１～２月中旬 ⇒ ８～１２月末へ前倒し）※。

※ 容量停止計画は翌々年度分、作業停止計画は翌年度分と翌々年度分の2か年分を毎年調整しており、これらを同時期に
一体で調整することとするもの。

【業務規程第１５７条】＜変更＞

【送配電等業務指針第２３０条】＜変更＞

４ 作業停止計画調整の見直しに関する規定の変更の内容



24（参考）作業停止計画の調整スケジュールの変更について（その１）
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※ 供給信頼度評価含む
※ 流通設備の作業に同調を
求める長期固定電源が対象

調整期間：８月～12月末

（翌
々
年
度
分
）

容
量
停
止
計
画

容量停止計画の調整終了後も作
業停止計画の調整が続いているた
め、作業停止計画の調整状況に
よっては、容量停止計画の変更が
必要となる可能性がある。

調整期間の前倒し

容量停止計画と作業停止
計画の調整期間を一致させ、
一体的な作業調整を実施。



25（参考）作業停止計画の調整スケジュールの変更について（その２)

第103回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2024年11月26日）資料４から抜粋
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５. その他規定の変更（定款、業務規程、送配電等業務指針）

• 大規模災害発生時の本機関の対応態勢の発令基準に関する規定の見直し等
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［変更内容］

• 大規模災害の発生又はそのおそれがあるときに、本機関が対応態勢の発令を判断する基準のうち、
既に提供が終了している東海地震に関連する情報に関する規定を削除し、南海トラフ地震臨時情
報に関する情報を追加する。

• 予備電源の落札結果に関して、募集要綱に基づき公表することを規定※1。

※1 予備電源の落札結果の公表について、事業者の経営情報（個別電源の応札価格等）の扱いに留意して、電源別の落

札金額は公表せず、落札金額の合計を公表することが国の審議会（第93回 制度検討作業部会：2024年5月27
日）で整理された。これを踏まえ、具体的な公表内容を募集要綱で定めるもの。

• 本機関の理事会の議事録については、効率的な業務運営を目的に、議長、出席した理事及び監
事による押印を廃止し、記名のみで公表できるように規定を見直し※2。
※2 理事会は、日常的な組織運営のため、原則、毎週開催している。一方、総会及び評議員会は、有識者やステークホルダー

による議決機関であることから、高い客観性を担保するため押印の規定を維持する。

• 北海道エリアにおける風力発電導入拡大に向けた実証試験に係る附則について、2024年3月31
日に実証試験が終了※3したことから、当該附則を削除。

※3 北本連系線及び東北・東京間連系線に設定されたマージンの範囲内で東京エリアの調整力を活用して、北海道エリアの周

波数を維持することを目的として、2017年11月に実証試験を開始。

５. その他規定の変更の内容（その１）
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［変更内容］

• その他記載の適正化（送配電等業務指針から業務規程への規定の移設※、規定間の平仄、字
句修正等）。

※ 作業停止計画の調整に当たっての考慮事項に関する規定。

【定款第４２条】＜変更＞

【業務規程第３２条の２１、第３２条の３４、第３６条、第３９条、
第１６３条、第１７５条】＜変更＞

【送配電等業務指針第６４条、第２４４条】＜変更＞

【送配電等業務指針附則（平成３０年６月２９日）第２条】＜変更＞

【送配電等業務指針附則（平成２９年４月１日）第２条】＜削除＞

５. その他規定の変更の内容（その２）

＊下線付きの条文は、変更の内容が
「記載の適正化」のみの条文



29（参考）予備電源制度における落札結果の公表

第93回 制度検討作業部会 資料５（2024年5月27日）から抜粋



30（参考）北海道エリアにおける風力発電導入拡大に向けた実証試験の終了

第49回 系統ワーキンググループ（2023年12月6日）資料5-1から抜粋


